
尾
多

賀

文

書

親

□

書

状

に

就

い

て

は

じ

め

に

福
山
市

の
北
郊
、
芦
品
郡
新
市
町
宮
内

に
、
か

つ
て
備
後

一
宮
と
し
て
繁
栄
を
誇

っ
た
旧
国
幣
小
社
吉
備
津
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
尾
多
賀
文
書
は
こ
の
吉
備
津
神

社

の
社
人
尾
多
賀
家

に
伝
来

し
た
中
世
文
書
で
あ
る
。

文
書

の
伝
来
は
内
容
か
ら
推
定
し
て
三
通
り
の
経
路
が
考
え
ら
れ
る
。　
一
つ
は
吉

備
津
神
社

々
人
尾
多
賀
家
固
有

の
も

の
、
他

は
中
世
吉
備
津
神
社

の
桐
官

で
あ

っ
た

有
木
氏
関
係

の
も

の
で
あ
る
。

有
木
氏
は
吉
備
津
神
社
が
備
後
に
分
桐
さ
れ
る
と
共
に
備
中
か
ら
備
後
に
移

っ
て

き
た
と
伝
え
、
室
町
時
代

に
は
新
市
周
辺
を
本
拠
と
し
た
有
力
国
人
宮
氏
に
属
し
、

戦
功
に
よ

っ
て
神
石
郡
豊
松
庄
内

に
所
領
を
得
た
と

い
う
。
し
か
し
、
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
福
島
正
則
が
芸
備
両
国

の
大
守
と
し
て
入
国
す
る
と
吉
備
津
神
社

の

社
領
は
没
収
さ
れ
、
生
活
基
盤
を
失

っ
た
有
木
氏
は
備
中
松
山

へ
逃
れ
た
。
そ
の
後
、

吉
備
津
神
社
は
水
野
勝
成
に
よ

っ
て
復
興
さ
れ
、
有
木
氏
も
吉
備
津
神
社

へ
の
復
帰

を
望
ん
だ
が
、
勝
成

の
「
衰
微

の
時
は
他

へ
逃
れ
再
興

の
時

に
至

っ
て
は
帰
来
、
所

田

口

義

之

司
首
長
と
申
条
、
甚
以
奇
怪
な
り
、
追
下
す

べ
し

」
と
い
う
断
に
よ

っ
て
再
び
新
市

に
帰
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と
い
う
。

（
『
備
陽
六
郡
志

』
）

そ
の
後

の
有
木
氏

の
足
跡
は
明
確

で
な
い
が
、
こ
の
慶
長
、
元
和

の
混
乱

の
中
で

こ
れ
ら
の
文
書
が
吉
備
津
神
社

の
社
人
尾
多
賀
家

の
手

に
帰
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。尾

多
賀
文
書
は
、
江
戸
末
期
の
地
誌

『
福
山
志
料

』
、

『
西
備
名
区

』
に
も
抄
録

が
収
め
ら
れ
、　
一
部

の
人
々
に
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は
、
近
年

『
広
島
県
史

』
が
刊
行
さ
れ
、
そ

の
古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ

「
県
内
文

書
編

」
に
収
録
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

『
広
島
県
史

』
古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ

「
県
内
文
書
編

」

（
以
下

「
県
史

」
と
略
す
）

に
収
め
ら
れ
た
尾
多
賀
文
書
は
左

の
六
通
で
あ
る
。

一
、
文
明
十
八
年
十
月
十
二
日
付
　
小
田
九
郎
左
衛
門
尉
信
家
去
渡
状

二
、
明
応
拾
三
年
十

一
月
五
日
付
　
小
田
長
門
守
信
家
去
渡
状

三
、
明
応
五
年
十

二
月
十
九
日
付
　
宮
政
盛
安
堵
状

四
、
永
正
八
年
四
月
八
日
付
　
　
　
宮
政
盛
安
堵
状
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五
、
年
不
詳

二
月
七
日
付
　
　
　
　
隆
信
書
状

六
、
年
不
詳
五
月
十
日
付
　
　
　
　
親
□
書
状

一
、
二
号
文
書
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
尾
多
賀
家
に
固
有
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

中
世
の
社
人
文
書
で
あ
る
。
二
、
四
、
五
、
六
号
文
書
が
有
木
氏
に
伝
来
し
た
と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
、
主
に
国
人
宮
氏
と
有
本
氏
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
四
通
の
有
木
氏
関
係
文
書
の
中
に
は
差
出
人
の
姓
不
詳
と
さ
れ

て
い
る
も
の
が
二
通

（五
、
六
号
）
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
五
号
文
書
は
、

原
本
を
見
る
と
端
裏
ウ
ハ
書
の
「
隆
信

」
の
右
上
に
「
刑
」
と
官
途

「
刑
部
少
輔

」

を
略
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
字
が
残
り
、
福
山
市
芦
田
町
を
本
拠
と
し
た
宮
氏
の
有

力
庶
家
有
燿
氏
の
二
代
隆
篠
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
六
号
文
書
は
姓
は
お
ろ
か

実
名
さ
え
も
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

幸
い
筆
者
は
三
度
程
尾
多
賀
文
書
を
実
見
す
る
機
会
を
得
、
六
号
文
書
も
詳
細
に

観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
原
本
に
よ
っ
て
得
た
銹
見
を
も
と
に
六
号
文
書

の
発
給
者
の
姓
名
を
明
ら
か
に
し
、
文
書
発
給
の
背
景
に
追

っ
て
み
た
い
。

従

来

の

解

釈

県
史
編
纂
者
は
六
号
文
書
の
発
給
者
を
「
親
□

」
と
し
、
実
名
の
下

一
字
を
明
ら

か
に
し
て
い
な
い
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
江
戸
末
期
に
は
発
給
者
を

「
親
知

」
と
し
、

鎌
倉
時
代
の
永
仁
五
年

（
一
二
九
七
）
の
も
の
と
す
る
見
解
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。

江
戸
末
襲
の
福
山
藩
の
地
誌

『
福
山
志
料

」
を
ひ
も
と
く
と
、
巻
十
八
官
内
村
吉

備
津
神
社
の
条
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

同

一
通

続
霞
之
判
之
儀
京
都

へ
申
上
候
処
講
候
間
只
今
遣
候
云
々

五
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
知
　
判

有
本
小
次
郎
殿

通
護
二
親
知

ハ
亀
寿
曲
城
主
小
野
富
ナ
リ
此
警
状

ハ
な
ノ
六
波
羅
ヨ
リ
ノ
免
状
到
来

ノ
節
来
リ
シ
書
状
ナ
ル
ヘ
シ

文
書
冒
頭
の
文
言
は
後
に
掲
げ
る
尾
多
賀
文
書
六
号
と
同
文
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

で
鸞
順
に
し
て
い
る
文
書
に
間
違
い
な
い
。

「
親
知

ハ
亀
寿
山
城
主
小
野
宮
ナ
リ
」
の
小
野
宮
は
宮
氏
の
こ
と
を
指
し
、

『
西
備

名
区

』
に
も
親
知
は
南
北
時
代
に
活
躍
し
た
宮
盛
重
、
同
兼
信
よ
り
前
代
の
亀
寿
山

城
主
と
し
て
い
る
。

両
書
と
も
、
親
知
の
姓
を
宮
氏
と
し
て
い
る
の
は
、
尾
多
賀
文
書
三
、
四
号
の
宮

政
盛
安
堵
状
に
見
る
宮
氏
と
有
本
氏
の
関
係
か
ら
難
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。
問
題
は

こ
の
両
書
が
文
書
の
年
代
を
鎌
倉
時
代
後
期
に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
。

原
因
は
『
福
山
志
料

』
が

「
右
ノ
六
波
羅
ヨ
リ
ノ
免
状
到
来
ノ
節
来
リ
シ
書
状

」

と
し
て
い
る
よ
う
に
″
六
波
羅
免
状
″

（永
仁
五
年
医
月
二
十
日
）
に
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

『
福
山
志
料

』
や
「
西
備
名
区

』
の
著
者
は
「
親
和

」
書
状
に
、

「
続
目
之
判
之
儀

京
都

へ
申
上
候

」
と
あ
る
「
続
目
之
報

」
を

″
六
波
羅
免
状
″
の
こ
と
と
判
断
し
、

同
書
状
を
そ
れ
と
輝
時
期
の
も
の
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
書
状
の
月
日

（
五
月
日
）

と
″
六
波
羅
免
状
″
の
月
日

（四
月
二
十
日
）

の
連
続
性
も
こ
の
推
定
を
助
け
た
で

あ
ろ
う
し
、

ヨ
示
都

」
と
い
う
文
言
も
、
六
波
羅
探
題
の
所
在
地
と
し
て
、
著
者
の

考
え
を
補
強
し
た
で
あ
ろ
う
。
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『
福
山
志
料

』
箸
の
い
う
″
六
波
羅
免
状
″
と
は
左
の
文
書
の
こ
と
で
あ
る
。

日

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

□

宛
賜
　
　
有
木
郷

右
免
田
守
先
例
可
令
領
知
事

但
於
御
公
事
者
守
先
例
可
令

勤
仕
之
状
依
仰
如
件
以
下

永
仁
五
年
四
月
二
十
日

平
　
　
花
押

沙
　
弥
花
押

古
文
書
の
型
式
は
、
初
め
の
部
分
が
解
読
不
能
の
た
め
、
断
定
で
き
な
い
が
、
書

止
め
が

「
以
て
下
す

」
と
な
っ
て
い
る
の
で
所
領
宛
行
の
『
下
文

』
と
思
わ
れ
る
。

『
福
山
志
料

」
等
は
署
判
者
の
「
平

」
を
六
波
羅
探
題
北
条
式
部
太
輔
時
輔
、

「
沙

弥

」
を
同
じ
く
北
条
駿
河
守
範
貞
す
る
が
、
年
代
が
合
わ
ず
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い

は
北
条
得
宗
家
の
家
政
機
関
で
あ
る
「
公
文
所

」
奉
行
人
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
、
こ
の
文
書

（以
下
、

『
某
下
文

』
と
呼
ぶ
）
の
内
容
が
、
六
号
文
書
の
そ

れ
と

一
致
す
れ
ば

『
福
山
志
料

』
等
の
言
う
と
こ
ろ
が
正
し
く
、

「
親
知

」
は
鎌
倉

後
期
の
人
物
で
六
号
文
書
は
福
山
地
方
に
は
珍
し
い
鎌
倉
時
代
の
文
書
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
の
説
は
首
肯
で
き
な
い
。

『
某
下
文

』
の
内
容
は
、

「
有
木
郷
」

（現
神
石
郡
豊
松
村
有
木
）
を
免
田
と
し
て

某
者

（有
木
氏
で
あ
ろ
う
）
に
与
え
る
、
と
い
う
も
の
で
六
号
文
書
の
「
続
目
之
判

」

と
は
伺
の
関
係
も
無
い
者
で
あ
る
。
又
、
右
の
「
某
下
文

」
は
原
本
を
閲
す
る
と
、

小
ぶ
り
な
料
紙
に
弱

い
筆
勢

で
書
か
れ
、
当
時

の
正
文
と
す
る
に
は
些
か
時
躇
す
る

も
の
で
あ
る
。

『
県
史

』
に
も
こ
の
文
書
は
収
録
さ
れ
て
い
な

い
が
、
編
者
も
こ
の

点
を
考
慮
し
て
掲
載
を
見
合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

親
知

か
親
忠
か

『
福
山
志
料

』
箸
が
発
給
者

の
実
名
を

「
親
知

」
と
し
て
い
る
の
も
問
題
で
あ
る
。

原
本

に
当
た

っ
て
み
る
と
、
確
か
に
「
親

」
の
下

の
字
を

「
知

」
と
読
む
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
草
書

の
「
知

」
は
、
同
じ
く

「
忠

」
と
よ
く
似
た
字
体
で

あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
般

に
古
文
書
を
解
読
す
る
場
合
、
前
後

の
文
脈
を
勘
案
し
て
文
字

の
解
読
を
進

め
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
特

に
「
知

」
や
「
忠

」
の
よ
う
に
字
体
が
似
通

っ
た
も

の

は
、
そ
の

一
字

の
み
を
取
り
上
げ
て
解
読
を
進
め
て
も
意
味
不
明
に
終
わ
る
こ
と
が

名
γ
い
。

こ
の
場
合
、　
一
般

の
文
章
と
違

っ
て
、
署
名

で
あ
る
か
ら

一
般
的
な
古
文
書
解
読

法
を
直
接
当

て
は
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
類
似

の
手
法
を
取
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
こ
の
文
書
を
単
独
で
取
り
上
げ
る
の
を
止
め
、
発
給
者

の
実
名

に
「
親

」

が

つ
く
文
書
を
探
し
、

「
親
知

」
と
読
む

べ
き
か
、

「
親
忠

」
と
読
ん
だ
ほ
う
が
良

い
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
見
地

に
立

っ
て
備
後
地
方
、
特

に
備
南

の
中
世
文
書
に
当
た

っ
て
み
る
と
、

六
号
文
書

の
発
給
者

の
実
名
を

「
親
知

」
と
読
む
よ
り
も
、

「
親
忠

」
と
読
ん
だ
方

が
良

い
こ
と
に
気
付
く
。
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理
由
の
一
つ
は
、

「
親
知

」
な
る
人
物
が
発
給
し
た
文
書
は
菅
見
の
限
り

一
通
も

無
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず

「
親
忠

」
と
署
名
の
あ
る
文
書
は
写
し
で
は
あ
る
が
何
通
か

存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
福
山
志
料

』
所
収
文
書

桑
木
迫
林
伐
取
事
堅
可
停
止
、
若
於
背
此
旨
輩
者
、
可
処
厳
科
乃
状
如
件
。

永
正
九
年
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
新
五
郎
　
親
忠

（花
押
）

『
萩
藩
閥
閲
録

』
巻

一
四
九
　
宮
与
左
衛
門

昨
日
九
日
於
柏
村
表
合
戦
、
被
打
太
刀
之
条
粉
骨
無
比
類
候
、
弥
被
抽
忠
節
者
可
為

神
妙
者
也

、
乃
状
如
件

永
正
十
八

四
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
忠
　
判

小
奴
可
又
次
郎
殿
　
進
之
候

尚
且

つ
、
尾
多
賀
文
書
中
の
有
木
氏
文
書

の
示
唆
す
る
有
木
氏
と
宮
氏
と
の
関
係

か
ら
し
て
、
六
号
文
書

の
発
給
者
を
親
忠
と
し
た
方
が
、
他

の
有
木
氏
文
書
と
か
ら

め
て
理
解
し
や
す

い
の
で
あ
る
。

先

に
有
木
氏
は
備
後

の
有
力
国
人
宮
氏
に
属
し
功
が
あ

っ
た
と
述

ぶ
た
が
、
も
う

す
こ
し
厳
密

に
言
え
ば
、
宮
氏
と
有
木
氏
の
関
係
は
、
国
人
宮
氏
に
対
し
て
有
木
氏

は
そ
の
被
官
と
し
て
主
従

の
間
柄
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
有
木
氏

の
家
督
相
続

を
認
め
た
宮
政
盛
安
堵
状

（
三
、
四
号
文
書
）
が
そ
の
例
証
で
あ
る
。

そ
し
て
、
宮
政
盛

の
嫡
子
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
親
忠

」
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

親
忠
が
宮
政
盛

の
子
息

で
あ
っ
た
こ
と
は
『
徳
雲
寺
記
』
籍
一曹
洞
宗
全
書
所
じ

、
宮

政
盛
寿
像
賛
写
に
国
「
嗣
親
忠
會
命

工
卑
肖
其
容
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
更
に
親
忠
が
政
盛

の
嫡
子

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
揚
げ
た
宮
親
忠
感
状
と
同
日
付

の
宮
政
盛
感
状
霰

藩
閥
閲
録
巻

一
四
九
）
が
存
在
し
、
父
政
盛
と
と
も
に
宮
下
野
守
家
の

家
督
と
し
て
家
臣

の
戦
功
を
賞
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
先
に
掲
げ
た

『
福
山
志
料

』
所
収
、
新
五
郎
親
忠
禁
制
も

こ
の
人
物
が
発
給
し
た
も

の
で
あ
る
。

古
文
書
を
先
入
感
を
以
て
解
読
す
る
の
は
、
危
険
を
伴
う
行
為
で
あ
る
が
、
他
面
、

今
ま
で
不
明
と
さ
れ
て
い
た
事
柄

に
光
明
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。

六
号
文
書

の
場
合
も
、
発
給
者
を
宮
親
忠

で
は
な

い
か
、
と

い
う
先

入
感
を
持

っ
て

原
本

に
接
す
る
と
、
署
名

の
下

一
字
は

「
知

」
で
は
な
く

「
忠

」
と
読
ん
で
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。

（次
ペ
ー
ジ
写
真
）

文
書

の
内
容
と
背
景

文
書

の
発
給
者
を
宮
親
忠
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
内
容
は
極
め
て
分
か
り
や

す

い
も

の
と
な
る
。

内
容

の
解
明
に
入
る
前

に
六
号
文
書

の
全
文
と
そ

の
読
み
下
し
文
を
掲
げ

て
お
く
。

続
目
之
判
之
儀
京
都

申
上
候
処
調
被
下
候
間

只
今
遣
候
目
出
度
候
同
副

状
為
披
見
遣
候
　
社
頭

御
供
於
無
沙
汰
雖
為

何
時
可
改
候
由
候
間
能

々
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可
機
致
其
得
候
　
恐
々
謹
言

五
月
十
日
　
　
親
忠

（花
押
）

有
本
小
次
郎
殿

続
目
の
判
の
儀

京
都

へ
申
し
上
げ
候
の
処

調
の
へ
下
さ
れ
候
の
機

只
今
遺
は
し
候
　
聞
出
度
く
候

同
く
副

へ
状
被
見
の
為
遣
は
し
候

社
頭
の
御
供
、
無
沙
汰
に
於
い
で
は

何
時
た
う
と
い
え
ど
も
改
た
む
べ
く
候
の
由
に
候
の
間

能
く
よ
く
其
の

（
心
）
得
を
致
す
べ
く
候
　
恐
々
謹
言

五
月
十
日
　
　
親
忠

（花
押
）

有
本
小
次
郎
殿

内
容
の
核
心
は
、
書
状
冒
頭
の
「
続
目
之
判

」
で
あ
る
。
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に

『
福
山
志
料

』
等
は
こ
れ
を
永
仁
五
年
の
『
某
下
文

』
の
こ
と
と
即
断
し
、
文
書
の

年
代
、
発
給
者
の
実
盤
を
誤

っ
た
の
で
あ
る
が
、

「
続
目
之
判

」
と
は
、
こ
の
時
代

家
督
相
続
を
認
め
た
「
安
蟻
状

」
の
こ
と
を
意
味
し
、
発
給
者
が
将
軍
な
ら
ば

「
御

教
書

」
、
守
護
な
ら
ば
「
守
護
書
下

」
と
呼
ば
れ
る
文
書
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

次
に
、

ヨ
京
都
申
上
候
処
　
議
被
下
候
聞
　
只
今
遣
候

」
と
あ
る
か
ら
、
親
忠
は

有
本
小
次
郎
の
家
督
相
続
を
京
都
に
申
請
し
、
送
ら
れ
て
来
た
安
堵
状
を
有
本
氏
の

も
と

へ
届
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
続
目
之
判

」
の
発
給
者
は
六
号
文
書
の
署
判
者
を
宮
親
忠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

容
易
に
判
明
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
尾
多
急
文
書
中
に
は
親
忠
の
父
政
盛
が
発
給
し
た
有
木
氏
宛
の

…25-



安
堵
状
が
二
通
残

っ
て
お
り
、
内

一
通

（
四
号
）
の
宛
所
は
六
号
文
書
と
同
じ
く

「
有
木
小
次
郎
殿

」
と
な
っ
て
い
る
。
文
書
の
年
月
日
も

「
永
正
八
年
四
月
八
日
」

で
、
月
日
だ
け
較
べ
れ
ば
、
六
号
文
書
の
「
五
月
十
日
」
と

一
ケ
月
の
違
い
が
あ
る

の
み
で
、
安
堵
状
が
京
都
で
作
成
さ
れ
備
後
ま
で
送
ら
れ
た
日
数
を
勘
案
す
る
と
、

六
号
文
書
の
い
う
「
続
目
之
判

」
は
四
号
文
書
を
指
す
も
の
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。

亡
父
民
部
丞
忠
宗
跡
労
知
行
分
之
事
、
無
相
違
可
被
抱
候
、
但
専
御
神
役
勤
、
於
諸

公
事
以
下
者
、
如
先
規
可
有
其
沙
汰
者
也
、
乃
状
如
件

永
正
八
年
四
月
八
日
　
　
　
　
　
政
盛

（花
押
）

有
木
小
次
郎
殿

こ
れ
が
問
題
の
安
堵
状

の
全
文
で
あ
る
が
、
内
容
を
見
て
も
六
号
文
書
の
「
社
頭

御
供

」
は
、
安
堵
状

の
「
御
神
役
勤

」
に
対
応
し
、
吉
備
津
神
社
の
桐
官
を
勤
め
た

有
木
氏
宛
の
安
堵
状
に
ふ
さ
わ
し
い
文
言
で
、
宮
氏
が
吉
備
津
神
社
を
勢
力
下
に
置

き
、
桐
官
を
被
官
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
も
貴
重
な
文
書
で
あ
る
。

宮
政
盛
が
被
官
有
木
氏
宛
の
安
堵
状
を
京
都
で
発
給
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
中

国
地
方
及
び
中
央
の
政
情
に
深
い
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
る
。

明
応
二
年
、
菅
領
細
川
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
将
軍
の
座
を
追
わ
れ
た
足

利
義
植
は
周
防
の
大
内
義
興
を
頼
り
、
大
内
氏
の
武
力
に
よ
っ
て
将
軍
の
座
に
復
帰
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し
よ
う
と
計

っ
た
。
大
内
氏
も
対
明
貿
易

の
主
導
権
を
巡

っ
て
細
川
氏
と
対
立
し
て

お
り
、
義
植
を
奉
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
幕
政
を
掌
握
し
、
併

せ
て
対
明
貿
易

の
実
権

を
手
中
に
収
め
よ
う
と
し
た
。
永
正
四
年
暮
、
大
内
義
興
は
足
利
義
植
奉
じ
て
上
洛

の
途

に
つ
い
た
。

こ
の
時
、
備
後

の
国
人
衆
も
多
く
大
内
氏
に
応
じ
、
義
植

に
従

っ
て
上
洛
し
た
の

で
あ
る
。

『
陰
徳
太
平
記

」
に
は
、

「
備
後

に
宮
若
狭
守
秀
景
入
道
、
三
吉
式
部
少

輔
隆
景
、
山
内
大
和
守
直
通
、
山
名
宮
内
少
輔
忠
勝
、
木
梨
治
部
太
輔
通
経
、
楢
崎

三
河
守
豊
景

」
と
あ

っ
て
宮
政
盛

の
名
は
な

い
が
、
政
盛
も
義
植

に
従

っ
て
上
洛
し

た
こ
と
は
確
実

で
、
政
盛

の
京
都

で
の
活
躍
は
当
時

の
記
録

に
次

の
よ
う
に
見
え
て

い
る
。

永
正
六
年
三
月

二
十
七
日
　
政
盛
、
御
所

二
於

ル
犬
追
物

ノ
射
手

ヲ
勤

ム

（犬
追

物
日
記
）

同
　
十
年
　
七
月
七
日
　
　
政
盛
、
将
軍
義
植

ノ
三
条
御
所
御
事
始

ノ
小
奉
行
ヲ

勤

ム

（後
鑑
）

永
正
十
三
年

一
月
十

一
日
　
政
盛
、
御
普
請
始

ノ
祝
ト
シ
テ
将
軍
義
植

二
太
力

一

腰

ヲ
献
ズ

（同
）

同
　
十
五
年
九
月
五
日
　
　
政
盛
、
将
軍
義
種
御
事
始

ノ
小
奉
行

ヲ
勤

ム

（
公
方
様
御
事
始
之
記
）

こ
の
よ
う
に
宮
政
盛

の
京
都

に
於
け
る
活
動
は
永
正
六
年
か
ら
同
十
五
年

の
約
十

年
間
に
及
ん
で
お
り
、
何
故
、
有
木
氏
宛

の
安
堵
状
が
京
都
で
作
成
さ
れ
た
の
か
は
、

政
盛
自
身
が
当
時
京
都

に
居
た
と
考
え
れ
ば
容
易
に
解
け
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
政
盛
が
十
年
間

一
度
も
帰
国
し
な
か

っ
た
と
は
言
え
な
い
。
宮
氏
発
給

の

「
禁
制

」
を
見
る
と
、
永
正
九
年
に
は
親
忠
が
発
し
て
い
る

（前
掲
）

の
に
対
し
、

永
正
十
四
年
に
は
政
盛
が
出
し
て
い
る

（中
中
戸
文
書
）
。
禁
制
が
最
も
端
的

に
政

治
権
力

の
発
現
を
表
す
も

の
と
す
れ
ば
永
正
十
四
年
、
政
盛
は
在
国
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
永
正
九
年
に
は
親
忠
が
発
し
て
お
り
、
こ

の
前
後
政
盛
が
備
後
を
留
守
に

（
す
な
わ
ち
在
京
）
し
て
い
た
の
は
確
実
と
思
わ
れ

２り
。

ま
　
と
　
め

以
上

に
よ

っ
て
次

の
三

つ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。

一
、
六
号
文
書

の
発
給
者
は
、
宮
政
盛

の
嫡
子
親
忠

で
あ
る
こ
と
。

二
、
文
書

の
発
給
年
月
日
は
、
永
正
八
年
五
月
十
日
で
あ
る
こ
と
。

三
、
内
容
は
、
有
木
小
次
郎

に
宮
政
盛
安
堵
状

の
到
来
を
告
げ
た
も

の
で
あ
る
こ

，
」
。

そ
し
て
、
文
書
発
給
の
背
景
に
は
当
時
の
政
情
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
宮
氏
の
当
主
政
盛
は
大
内
氏
に
従

っ
て
上
洛
中
で
あ
り
、
嫡
子
親
忠
が
代

わ
っ
て
国
元
の
政
務
を
見
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

宮
氏
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
幕
府

の
盛
時
に
は
常
時
在
京
し
て
い
た
国
人

領
主
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
当
主
が
在
京
し
、
嫡
子
が
国
元
の
政
務
を
見
る

と
い
う
形
態
は
別
に
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
奉
公
衆
の
体

制
が
崩
壊
し
去

っ
た
十
六
世
紀
初
頭
こ
の
よ
う
な
形
態
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

別
な
観
点
か
ら
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
盛
の
在
京
は
奉
公
衆
と
し
て

の
そ
れ
よ
り
も
中
国
地
方
に
大
き
な
勢
力
を
持

っ
て
い
た
大
内
氏
の
圧
力
に
よ
る
、
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こ
う
考
え
た
方
が
良
い
の
で
あ
る
。

大
内
氏
の
圧
力
に
対
し
て
芸
備
地
方
の
国
人
領
主
の
採
っ
た
対
応
は
様
々
で
あ
っ

た
。
安
芸
毛
利
氏
の
場
合
、
当
主
興
元
の
上
洛
中
は
井
上
氏
を
中
心
と
す
る
宿
老
に

よ
っ
て
政
務
が
執
ら
れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
庶
子
元
就
の
所
領
は
井
上

一
族
に
よ
っ

て
押
領
さ
れ
て
い
る
。
国
人
領
主
の
在
京
に
は
大
き
な
危
険
が
伴

っ
た
の
で
あ
る
。

宮
氏
の
場
合
、
当
主
の
留
守
を
嫡
子
が
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
危
機
に
対
応
し

よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
出
さ
れ
た
の
が
六
号
文
書
で
あ
っ
た
。
書
中
の

「
社
頭
の
御
供
、
無
沙
汰
に
於

い
て
は
何
時
た
り
と
い
え
ど
も
改
む
べ
く
候

」
と
い

う
文
言
は
、
こ
の
危
険
に
対
す
る
政
盛
父
子
の
決
意
を
示
し
た
蓋
し
名
言
と
言
え
よ

”ｎノ。

随

想

雨
月
物
語
と
ふ
る
さ
と
讃
岐

佐

雨
月
物
語
、
巻
之

一
の
自
峯
は
、
讃
岐
の
坂
出
に
あ
る
五
色
の
峰

（赤
自
青
黒
黄
）

の
う
ち
の

一
つ
、
自
峰
山
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
北
側
に
は
絶
壁
の
児
ケ
獄

、
山

麓
左
に
は
南
北
朝
、　
三
量
ハ
一
年
、
足
利
義
詮

の
執
事
の
細
川
清
氏
が
菅
領
細
川
頼

之
と
対
戦
し
た
高
屋
城
址
が
あ
り
、
家
臣
の
墓
で
あ
る
三
十
六
塚
も
あ
る
。

高
校
時
代
の
放
課
後
は
い
つ
も
図
書
館
に
ゆ
き
、
殆
ど
が
セ
ピ
ア
色
の
本
に
囲
ま

れ
て
、
古
び
た
机
や
床
に
語
り
か
け
る
夕
日
を
眺
め
て
、
も
の
想
い
に
ふ
け
っ
て
い

た
が
、
古
文
の
時
間
に
習

っ
た
吉
備
津
の
釜
の
結
末
の
凄
惨
さ
と
江
戸
時
代
の
板
本

の
挿
絵
が
心
に
残
り
、
そ
の
日
は
雨
月
物
語
を
全
巻
読
み
通
し
た
。

崇
徳
上
皇
の
受
け
た
讃
岐
配
流
の
措
置
は
謀
反
を
起
し
た
と
は
言
え

（母
と
祖
父
、

自
河
法
皇
の
不
義
の
子
で
あ
る
こ
と
が
父
の
鳥
羽
天
皇
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
る
遠
因
と
な

り
、
実
子
の
親
王
も
帝
位
に
つ
け
な
か
っ
た
て
と
等
）
保
元
の
乱
や
同
時
代
の
本
を

読
む
に
つ
け
、
す
べ
て
、
こ
の
事
件
の
元
凶
は
、
独
裁
、
専
制
的
で
愛
憎
の
念
が
、

激
し
か
っ
た
法
皇
に
あ
る
様
に
思
え
、
崇
り
と
読
め
る

一
字
を
上
皇
の
名
に
つ
け
た

こ
と
も
因
縁
め
い
て
い
て
、
秋
成
が
、
こ
の
物
語
を
後
世
の
上
皇
に
同
情
的
な
庶
民

感
情
に
基
づ
い
て
書
い
た
ら
し
い
と
い
う
後
書
き
を
読
ん
だ
時
は
、
な
ぜ
か
嬉
し
か

っ
た
。

子
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